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保険年金課長       島 田  貴 輝 
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健康課長         高 尾   満 

保険年金課課長補佐  和 田  健 ニ 

保険年金課保険税係長 照 沼  み ゆ き 
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 運営協議会 

    

１．会議録署名委員の指名 

 

２．議題 

  審議事項 

  国民健康保険税率等の改定について（諮問）【日市保第７６０号】 

 

３．その他、報告事項等について 

 

配布資料 

〇資料１   日市保第７６０号 国民健康保険税率等の改定について（諮 

問） 

〇資料２   令和６年度第２回国民健康保険運営協議会（説明資料） 

〇資料３   国保税概算早見表 
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令和６年度  第２回日野市国民健康保険運営協議会議事録 

 

事務局  それでは皆様こんにちは。保険年金課長の島田と申します。 

本日はお忙しい中、第 2 回日野市国民健康保険運営協議会にご参加いただきま

して誠にありがとうございます。 

本日天野委員と西村委員、それから信太委員からはご欠席の連絡をいただいて

おります。 

会に先立ちまして、事務局の方から何点か連絡事項がございますので、着座にて

ご説明の方をさせていただきます。 

まず欠員となっておりました被保険者を代表する委員につきましては、7 月の広

報ひので公募をかけさせていただき、1 名申し込みがありましたが、実は 75 歳

以上の後期高齢者の医療制度利用の方だということで、今回の要件には該当し

ませんでした。ということで、結局欠員のままということになっております。こ

れから第 3 回の協議会に向けて公募をかけても間に合わないという形になって

おりますので、今年度につきましては被保険者を代表する委員の欠員は 1 名そ

のままになるのではないかと考えております。 

連絡事項は以上になります。 

それではここからは、議長の森沢議長に議事の進行をお願いしたいと思います。

議長よろしくお願いいたします。 

 

議 長  皆様こんにちは。 

それでは只今より、令和 6 年度第 2 回日野市国民健康保険運営協議会を開始い

たします。 

それでは、皆様のご協力により議事を円滑に進めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

ただ今の出席者は 10 名とお伺いしております。委員数 13 名の 1/2 以上の出席

となっておりますので定足数を満たしております。 

これより協議会規則第 12 条の規定により、議長において会議録に署名する委員

の指名を行わせていただきます。本日は市川委員と佐々木委員にお願いいたし

ます。 

本日は次第にもありますとおり、審査事項が 1 件となっております。 

それでは早速ですが審議事項に移ります。国民健康保険税率等の改定について

事務局より別紙のとおり諮問があり、当運営協議会に意見が求められておりま

す。これについて審議を行います。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  保険年金課長。 
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議 長  保険年金課長。 

   

事務局  保険年金課長でございます。 

それでは審議事項であります国民健康保険税率当の改定についての諮問につき

ましてご説明をさせていただきます。 

資料につきましては事前に送付をさせていただいております諮問書、裏表のも

の、それからあと、ホチキス止めの説明資料というものをすでにお配りさせてい

ただいております。本日は机上にカラー刷り A3 のものですけれども、国民健康

保険税概算早見表というものを追加でお配りをさせていただいております。以

上 3 点をもとにご説明の方をさせていただきたいと思います。 

まず初めに日野市長より協議会の会長あてに発出をしております、国民健康保

険税率等の改定についての諮問書に沿ってご説明の方をさせていただきます。

本文の方を 3 行目辺りからお読みさせていただきます。 

まず国民皆保険制度の基盤として市民の医療受診機会の確保等、地域保健とし

ての役割を担っている国民健康保険ですが、平成 30 年度に大規模な国民健康保

険制度改革が実施されました。この制度改革により国の財政支援策の拡充が図

られたことと合わせて、国民健康保険特別会計での法定外繰入分を一般会計か

らの繰入金で運営している保険者には赤字を解消していくことが求められるよ

うになったため、日野市も国保財政健全化計画書（赤字削減解消計画）を策定し、

東京都へ提出しております。この度、本計画に基づいた令和 7 年度の国民健康保

険税率等の改定は必要であると判断したため、日野市国民健康保険運営協議会

規則第 2 条の規定により、貴協議会に意見を求めます。また、国民健康保険税を

納付しやすい環境の整備を図るため、普通徴収における納期限ごとの分割金額

における端数金額の取り扱いについて見直しを行うことについても併せて貴協

議会の意見を求めますとあります。 

それから改定の理由でございます。下半分の 1 番のところです。4 点ございま

す。まず 1 点目としては平成 30 年度に国民健康保険が都道府県単位に広域化さ

れた後、一般会計からの繰入金、いわゆる赤字解消を目指し自治体ごとで作成す

る国保財政健全化計画に基づき計画的に税率改定を実施してきた。当初は令和 9

年度に赤字を解消できる計画となっていたが、医療費の増加等に伴い、最新の変

更計画では令和 19 年度に赤字が解消する計画となっている。2 点目に、厚生労

働省は令和 5 年 10 月に保険料水準統一加速化プラン、を策定し都道府県内の保

険料統一を呼びかけてきたが、今般示された第 2 版で保険料水準完全統一の目

標年度を遅くとも令和 17 年度とすることが明記された。3 点目に、日野市の保

険税率は東京都内でも低めであるため、今後東京都内の保険税水準の統一とな
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った場合は市民に大きな負担を強いてしまうことになる。今から計画的な値上

げを着実に行い、都内平均に近づけていく必要がある。裏面をご覧ください。一

番上の四角、4 点目でございます。現在日野市においては、標準税率と現行税率

に大きな差があるため、改定税率をこれまで以上に引き上げることも検討した

が、物価高騰などの影響で家庭が厳しい状況において、これまで以上の引き上げ

は難しいと判断し、財政健全化計画通り税率改定を行う必要があると判断した。 

その下、表があります。参考の表ですがこれは現在の現行保険税率、ちょうど真

ん中の段、5.6%と書いてあるものに対して東京都が示している標準保険税率、

一番上の段になりますけど 8.24%と書いてあるもの、その差が 3 行目になりま

すけれども 2.64%、均等割だと 1 万 7,290 円、以下右の欄に行っていただいて

合計で、所得割でマイナス 4.17%、均等割ではマイナス 2 万 6,419 円、これだけ

差があるというものをお示しした表になってございます。 

それから 2 番目でございます。国民健康保険税率等の改定内容について、でござ

います。今回の諮問をさせていただく改定案でございます。同じような表があり

ますけれども上中下段ありまして、上段が現行税率、5.6%から始まるもの、中

段が改定案でございます。所得割 5.8%、均等割 3 万 4,500 円、以下後期高齢者

支援金分、介護納付金分と続きまして、合計で、所得割で 10.0%、均等割で 6 万

1,500円、一番下の段は差となっております。基礎課税額医療分の所得割で0.2%、

均等割 2,100 円、以下右の方に行っていただいて合計で、所得割で 0.6%、均等

割で 3,600 円の上げ幅の内容で諮問をかけさせていただきたいと思います。な

お、この所得割と均等割の差につきましては、直近の赤字解消計画と同じ上げ幅

で、前回令和 4 年度に審議いただいた内容と同じ上げ幅になってございます。 

それから今回 3 番目としまして、国民健康保険税普通徴収における納期ごとの

端数金額の取り扱いについても変更を考えておりまして、こちらについても諮

問の方をさせていただいております。日野市国民健康保険条例において、国民健

康保険税の普通徴収における納期が 1 期から 9 期とされており、世帯ごとに算

定された年税額を 9 回に分割して納付することとなる、納付期限ごとの分割金

額における端数調整は地方税法第 20 条の 4 の 2 に基づき、1,000 円未満の端数

がある場合は最初の納期限に合算をしている。しかし端数調整が 1,000 円単位

であることにより、金額によっては第 1 期に大きく偏る傾向がみられる。このた

め端数調整の単位を 100 円とすることで期別金額を平準化し、納付しやすい環

境の整備を図りたいと考えている。 

4 点目でございます。施行期日でございます。令和 7 年 4 月 1 日の施行を考えて

おります。なお本諮問の後、第 3 回運営協議会にて答申をいただきます。それを

受けて今後市議会定例会にて議案を上程する予定となってございます。 

続けて説明資料についてご説明をさせていただきます。ホチキス止めでページ
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数が多いものをお開きいただければと思います。1 枚めくっていただきまして 1

ページ、国民健康保険に関する状況についてというところです。諮問書と重複す

る部分は割愛をさせていただきます。上から 3 つ目の白丸のところからですね、

保険税水準の統一のお話が諮問書にもありましたけれども、そちらの背景につ

いて、ここから 3 つの丸にかけてご説明の方をさせていただいております。かい

つまんで言いますと、国の方で法律が制定され、令和 6 年 4 月から保険料水準

の平準化に関する事項や国民健康保険事業の広域的及び効率的な推進に関する

事項が都道府県の国民健康保険運営方針の必須記載事項とされました。これを

受けまして、各都道府県を支援するため、国も令和 5 年 10 月に保険料水準統一

加速化プランを策定し、令和 6 年 4 月からは加速化のプロジェクトチームも発

足したところです。こうした中で、経済財政運営と改革の基本方針 2024、いわ

ゆる骨太の方針 2024 でございます。これは先日 6 月 21 日に閣議決定をされま

した。この中で国民健康保険制度については都道府県内の保険税水準の統一を

徹底するとともに、保険者機能の強化等を進めるための取組を進め、人口動態や

適用拡大による加入者の変化等を踏まえ、医療費適正化や都道府県のガバナン

ス強化等にも資するよう、調整交付金や保険者努力支援制度、その他の財政支援

の在り方について検討を行うとされ、保険税水準の統一を徹底することが明記

されたことを踏まえ、都道府県における保険税水準統一の更なる加速化を目的

とし、令和 6 年 6 月に保険料水準統一加速化プランが改定され、第 2 版が示さ

れたところでございます。 

2 番、税率改定を行う主な理由でございます。1 つ目の丸、1 ページの下部、令

和 6 年 3 月、これが直近に東京都へ提出した赤字解消計画でございますが、そ

の中では令和 7 年度に税率改定を実施する計画としてございます。これは広域

化当初、平成 30 年度ですけれども策定した計画、こちらの内容は令和元年度か

ら 2 年に 1 度税率改定を実施するに基づくものであり、税率改定を着実に進め

て行くことが重要であると考えております。 

めくっていただいて 2 ページの一番上 1 つ目の白丸ですけれども事業費納付金、

こちらが東京都から毎年かかった医療に応じた金額を納付するという制度にな

ってございます。この納付金が新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和 4・

令和 5 年度とともに大幅に増額となってございます。令和 6 年度は微減ですけ

れども減となりましたが、被保険者の高齢化や医療の高度化等により、1 人当た

り医療費は増加傾向であり今後も納付金が増額となる可能性が高いと考えてお

ります。現状の日野市の税率はまだまだ低く、東京都から示された標準保険税率

には大きな開きがあります。国は令和 17 年度までに都道府県内の保険料水準を

完全統一するように求めている状況です。そうするとその場合、段階的に改定を

実施していかないと、統一の際に急激な増額により被保険者に大きな負担を強
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いることになってしまうと考えております。昨今の物価高騰が心配される中で

の税率改定であり、不安視される市民もいることは市としても認識していると

ころでございます。しかしながら日野市の現行税率は都内でも低い位置にある

ため、緩やかな上げ幅でも改定は必要と考えているところでございます。 

3 番、他市の状況でございます。日野市の赤字解消は令和 19 年度となる予定で

ございますが、近隣市、八王子市については赤字解消済みでありましたが、令和

5 年度事業費納付金がこちらも増額となったため、令和 6 年度も税率改定が必要

となったと聞いております。令和 5 年度に東大和市、令和 6 年度に八王子市、

令和 7 年度に立川市・東久留米市が赤字解消を予定しております。令和 6 年度

時点で解消年度が令和 19 年度以降なのは、昭島市と国立市が令和 20 年度、西

東京市が令和 21 年度、小金井市が令和 22 年度、調布市が令和 23 年度、府中

市・国分寺市が令和 24 年度と 7 市となってございます。また今年度、令和 6 年

度に税率改定を行ったのは 26 市中 17 市でございます。改定を行わなかったの

は日野市を含む 9 市となってございます。 

4 番、税率改定の上げ幅について、でございます。諮問書にもあったとおりです

が、今まで通り緩やかな上げ幅としたい、昨今の物価高騰が心配される中での値

上げとなるため、応能の所得割のみ改定することも検討しましたが、所得割・均

等割とも日野市は低いため、都内の平均とはそれぞれ差がございます。偏った値

上げは後に苦しい値上げとなると判断したため、所得割・均等割とともに改定を

行うこととしました。都全体の保険料・保険税水準が統一となる前に少しでも早

く東京都内の平均値に近づけておく必要があると考えているところです。 

その隣、3 ページにつきましては 5 番として東京都の 49 市区についての令和 6

年度の国民健康保険税料率等を表にしたもので、上から高い順になってござい

ます。表はモデル世帯で算出をしているところです。こちらの一番左に 6 年度の

順位、それからその隣に 5 年度の順位でございます。丸がついているのは区部の

順位で、丸がついていないのは市部の順位ということで、日野市は下から数えた

方が早いですね。下の方、6 年度順位で 14 番目、5 年度の順位で 10 番目という

ところに位置をしています。ちょうど赤線で囲んでいるところでございます。こ

の表の欄外、下部ですけれども区市の平均の保険税料率、それから市の平均、そ

れから区の平均ということで参考に出させていただいておりますが、令和 6 年

度の数字で見ますと日野市はいずれも低いというところです。先ほども説明さ

せていただきましたけれども、今後国が求める令和 17 年度の統一保険料、これ

は都内の保険料が全部一緒になるということですね。ようは今、後期高齢者医療

制度はまさにこれでやっておりまして、よく日野市の国保から 75 歳になって後

期高齢者になると急に税率が上がったというお問い合わせを後期高齢者の方で

はかなり受けておりますけれども、それはそういうことになってございます。で
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すので、区部はご覧いただくと各区がほぼ横並びになっているようなことでか

なり統一が進んでいるのかなということで、所得割と均等割の税額も高いとい

うことになっております。統一の保険料はどのあたりに東京都が設定してくる

のかというのはまだ示されておりませんが、おそらく区部と市部を並べて真ん

中ぐらい、少なくとも今八王子市がいるところぐらいまではみておいた方がい

いのではないかなと事務局では考えているところです。各市の平均が欄外にあ

りますとおり、医療分が 7.26％、右の方にどんどん進んで行って介護分まであ

りますけれどもこのあたりが 1 つターゲットになってくるのではないかと考え

ているところでございます。 

めくっていただいて 4 ページでございます。6-1・6-2 ということで、令和 6 年

度の標準保険税率、それから諮問書に書かせていただいた改定内容を再掲して

いるところです。説明の方は省略させていただきます。 

その隣 5 ページ、7 番の財政健全化変更計画書について、でございます。これは

1 人あたりの年間保険税額を令和 7 年度までは実績値、それ以降については計画

値ということで、折れ線グラフでお示ししているもので、上の方の青い折れ線が、

これが標準保険税率ということになっています。それから真ん中から右上がり

になっているオレンジ色の線が日野市の現行税率ということで、一番下が年度

で表示しておりますけれども今後 2 年度に 1 回、赤枠で囲っているところが税

率改定の実施年度ということで右の方令和 19年度のところで標準保険税率に到

達する、これをもって赤字解消するという風なものを視覚的にお示ししたもの

でございます。下部の表についてはその税率が具体的にどうなっているのかを

お示ししたものとなってございます。 

めくっていただいて 6 ページ目、8 番、国民健康保険税の軽減、それから減免制

度についてご紹介をさせていただいております。中々、税負担が重いというよう

な方に対しては、これらの軽減、それから減免と言ったメニューを用意させてい

ただいております。①としては世帯の所得による軽減ということで、下の表にあ

りますとおり 7 割軽減から 5 割軽減・2 割軽減と言ったものがございます。②倒

産・解雇・雇い止めなどにより、離職された方への軽減制度もございます。③と

して、後期高齢者医療制度への移行に伴う減免、④その他の軽減・減免というこ

とで記載されているものをご覧いただければと思います。また、軽減や減免に該

当しない場合は分割納付等の相談を納税課で随時受け付けているものでござい

ます。 

隣 7 ページをご覧ください。9 番として、期別納付額における端数調整の見直し

について、でございます。諮問書の 3 番にありましたけれども、日野市の国民健

康保険条例では第 15 条で納期を規定しておりまして、納期は第 1 期から第 9 期

までとなっておりますが、期別の金額については地方税法第 20 条の 4 の 2 第 6
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項に基づいて端数調整を行っております。四角に書いてあるのはその条文でご

ざいます。この四角の中の下 2 行、基本的には 1000 円未満での端数で切り捨て

になりますけれども、但し書き以降、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異

なる定めをした時はこの限りではないということで、条例で定めをすればこの

切り捨ての金額を変えることができるということになっております。またこの

四角の下に行きますけれども、1000 円未満の端数を最初の納期限に合算するこ

とにより、年度当初の 7 月に納税通知書、大体下旬ぐらいには届いているんです

けれども、その期限が 7 月の末ということになっていますのでその期間にご用

意していただかなければいけない金額というのが一番高額になってしまうとい

う状況がございます。このため、期別金額の端数単位を 1000 円から 100 円に変

更することで国民健康保険税を納付しやすい環境の整備を図るとともに、収納

率の向上につなげていきたいと考えてございます。下に具体例をお示ししてお

ります。令和 6 年度の国民健康保険税額での比較、条件としては 7 割軽減・単

身世帯・介護ありでございますけれども、どちらも 1 万 7,300 円の年税額でござ

いますけれども、左側が現行、端数調整 1,000 円でやっているもの、右側が今回

諮問にかけている端数調整を 100 円にしたらどうなるかということで、ご覧い

ただければわかりますとおり、現行制度だと 1,000 円未満の金額を第 1 期に寄

せないといけないので、第 1 期は 9,300 円ということになります。その後の 2 期

から 9 期までは 1,000 円になるんですけれども、これが端数調整 100 円でやっ

たらどうなるかと言いますと、1 期が 2,100 円となりまして、2 期以降は 1,900

円ということで、1 期だけで見ると差は 7,200 円、2 期以降の差はマイナス 900

円となり、本来期別で分割する意味というのは 1 期あたりの負担をできるだけ

均等にするという意味があろうかと思いますけれども、どうしてもこの現行制

度だと 1 期の負担が一番大きくなるということですので、こちらは諮問を掛け

させていただいて良しという答申をいただければ条例改正をして 100 円台の端

数調整にしていきたいと考えてございます。なお、75 歳以上の後期高齢者医療

制度につきましてはすでに 100 円単位の端数調整になっていますので、日野市

で見れば同じようなことになるのかなという風に考えているところでございま

す。 

めくっていただいて最後のページは別表ということで、国保関連のデータ集と

いうことでフォントが小さくて見ににくくて申し訳ないんですけれども、1 番の

個人市民税の調定額、2 番国民健康保険税の調定額、それから 10 番の減免該当

世帯数及び減免額まで様々な実績値を経年で表示させていただいているもので

す。こちらはご覧いただければと思います。 

それから本日机上にお配りをさせていただいた国民健康保険税概算早見表につ

いて説明をさせていただきます。こちらについては現行税率から諮問の税率の
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方を一番上に提示させていただきまして、それで改定をした場合にそれぞれ全

部で 4 パターンほど出させていただいておりますけれども、具体的にどういう

税額になっていくのかというものを数字でお示ししたものでございます。一番

上被保険者 1 人だけに年金収入がある世帯の年額ということで、①として 65 歳

以上、これは医療分と後期高齢者支援分がかかる方ということで、青のところが

年金収入、100 とありますがこれは 100 万円ですね。右に行くほど約 20 万ずつ

増えて行っているところです。下は年金収入から総所得に換算したもので、例え

ば年金収入 100 万円であれば総所得は 0 円ということになります。それで被保

険者が 1 人である場合と 2 人である場合ということで、例えば年金収入 160 万

円のところ、左から 4 つ目のところをご覧いただければと思います。年金収入

160 万円ですから所得ですと 50 万円ということで、今の現行の税額で言うと 1

人であれば 1 万 8,300 円、2 人であれば 3 万 1,400 円、今回諮問にかけさせてい

ただいている改定を行った場合にどうなるかと言いますと、1 人の場合は 1 万

9,500 円、差額として 1,200 円、これは年税額でございます。年額で 1,200 円の

増、2 人の場合は 3 万 3,500 円になりますので差額としては 2,100 円になるとい

うようなことがこの表からわかります。なおこの数字のところに色ついてます

けれども、このオレンジ色になっている部分は 7 割軽減が適用となる世帯、黄色

については 5 割軽減が適用になる世帯、それからちょっと見にくいんですけれ

ども年金収入 200 万円のところの上段の 1 人のところは水色になっていますけ

れども、水色になっているところは 2 割軽減の適用になる世帯ということにな

っています。 

以下、被保険者 1 人だけに給与収入がある世帯の年額として②番が 40 歳未満 65

歳以上の世帯、それからその下③番として 40 歳から 64 歳のパターン、一番下

がシングルマザー世帯を想定していますけれども④として 40 歳未満、をそれぞ

れ表でお示しさせていただいております。今回税額改定でどれだけの差が出る

かというところを差額の欄で見ていただければイメージがつかめるのかなと考

えているところでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

ご質問・ご意見ございましたらご発言をお願いいたします。 

A 委員。 

 

A 委員  それでは質問と意見を述べさせていただきます。 

今ご説明いただきました年額の早見表ですけれども、この 7 割・5 割・2 割と軽

減が適用される方とされない方がいらっしゃるということで、適用される方で
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あっても、例えば給与収入 200 万円、総所得が 132 万円の方でシングルマザー

世帯の年額ですと、今後は 16 万 3,800 円年間で支払わなければならないという

ことで、これ所得 132 万円の内の 16 万 3,800 円の重みっていうのを非常に感じ

ざるを得ないと思います。 

2 割軽減がされない世帯だと同じケースで、シングルマザーのケースで給与収入

が 400 万、総所得が 276 万、ここで軽減がされない方だと年間 30 万払わなけれ

ばならない、所得 276 万円の内の 30 万円の重みを本当に行政がどう感じてらっ

しゃるかっていうことをまずお伺いしたいと思います。1 か月以上の金額になる

と思うんですけれどもいかがですか。 

 

事務局  保険年金課長。 

 

議 長  保険年金課長。 

 

事務局  保険年金課長でございます。 

まず今所得でということでお話をされましたが、あくまでも総収入に対して市

民税の税額を出すために一定の控除を除いたものを所得と言うことになります

ので、手取り収入としては今の 30 万のところでいいますと 400 万の年間の収入

があるということで 400万の中の 30万をご負担いただくということになろうか

なと思います。 

いずれにしても決して安い金額ではないと、それは考えているところではござ

います。ただ我が国の世界に冠たる国民皆保険制度を維持していくためにはあ

くまでもこれ保険制度に基づく社会保障になりますので、どうしても必要なも

のという風に考えております。そこはご理解をいただきたいと考えているとこ

ろでございます。以上でございます。 

 

議 長  A 委員。 

 

A 委員  今のご説明はそういう理屈でこうしたことをやってらっしゃるっていうことで

一定の理屈だとは思うんですけれども、やはりお仕事をされてそのうえで社会

保障を健保でお金を払っている方との大きな差がものすごく眼前とあって、こ

れやはりどうしても承服できないというか、社会保障はあくまでも国が責任を

持って行うべき制度であるということに立って、そうした立場に立って行政が

行ってこそ初めて市民の皆さんに寄り添った行政ができるんじゃないかな、政

治ができるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。 

この間、AM ラジオでも国保の高すぎる問題を取り上げて、本来だったらば国が
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責任を持って保障しなければ行けないはずの制度なのに、やはり市民がその役

割が担わされていること自体がおかしいっていうような論調でそうした話がさ

れているという話を聞きました。 

これは、いずれはどんなに上げ幅が緩やかであったとしても、やはり一定のレベ

ルにまで負担を強いていくっていうことになると思います。今世の中の動きと

しては厚生年金の方に切り替わっていく、働いている方が少ない事業者でも

徐々に厚生年金を払う方に改定がされていく中で、ますます国保の支える被保

険者の方々、お給料をもらっている方の割合っていうのがどんどんどんどん少

なくなっていくことになると思いますので、これからどんどん矛盾が極まる状

態になると思います。そうしたこと考えてもここでやっぱり姿勢を切り替える

べきではないかと思います。意見とさせていただきます。 

 

議 長  他にご意見・ご質問等ございますか。 

B 委員お願いします。 

 

委 員  B 委員です。よろしくお願いします。 

資料の運営協議会の日野市国民健康保険税率等の改定資料の 3 ページの一番下

の 3 行に、市区平均と市平均と区平均という 3 つの欄がありまして、その中で

見てみると日野市は市平均のどこよりも所得割が低い、均等割が平均よりも高

いということがわかりました。 

区平均はもともと人口構成とかいろんな関係でもともと保険料が高いと思いま

すが、市平均で考えると日野市だけ所得割が低い、そして均等割が高い、これは

どうしてでしょうか。 

今回の改定内容についても同じく一番左のところを見ても市平均の所得割は低

い、均等割が高い、この理由を教えてほしいんです。 

 

事務局  保険年金課保険税係長。 

 

議 長  保険年金課保険税係長。 

 

事務局  保険税係照沼です。 

今、均等割額と所得割額の比率のところでご質問いただきました。均等割額と所

得割額というのは基本的には 5 対 5、 同等であることが基準となっています。 

ただその中で東京都に置きましては所得水準が高いことから、所得割額を高く

設定せよという国の方からの指示がございます。その率を掛けますと、東京都は

所得割額が 53 で均等割額が 47 という比率で税額を求めることが基準となって
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います。 

それを東京都の方で換算しながら標準保険税率というものを各自治体に通知を

していくわけですが、その中で日野市は今、負担の比率的に言うとほぼほぼ正し

い形になっておりまして、逆に他の市部が所得のある方に負担を多く求める形

の極端な配分になっているというのが現状かと考えております。以上です。 

 

議 長  B 委員。 

 

B 委員  都がそう言ってるから市部もやるわけですか。都の方針なんですか。 

23 区の方が人口 6 割以上で多摩は格差があって、しんどいと言われています。

だから給食費も日野市は無料になってないし、多摩はしんどいですよね。多摩格

差というのはどんどん開いています。 

それで都がいうから都の言うとおりにやるというのはちょっと市としておかし

いんじゃないですか。 

 

議 長  保険年金課保険税係長。 

 

事務局  まず国の方から国民健康保険というものを保険料率設定する中での都道府県に

対して所得の割合というものが示されております。 

その中で B 委員がおっしゃる通り区部の所得が高いというのは間違ってはいな

いところなんですね。ただ東京都は区部と市部と後町村部、島も含めてかなり格

差が大きな状況があることに間違いはございません。ただそれを統一せよとい

う国の大きな方針にのっとって進めて行く中で、今東京都としても水準統一に

向けてどういう手順でどこに基準を置いて決めていくのかというのを議論して

いるところではございます。 

ただ本来 5 対 5 の比率であるというところで多少なりともの所得割の方を多く

取るべき都道府県であることは間違いございませんので、市部として苦しい状

況がありながらもそこは公平な水準統一を見込んでいく中で言うとバランスを

崩すべきではないのではないかというところで従来通りの引き上げ率にさせて

いただいております。 

 

議 長  B 委員よろしいでしょうか。 

 

B 委員  従来通りにするというのが市の方針なんですかね。 

だから他の市よりも所得割は低くして均等割を高くするというのが市の方針と

いうことでよろしいでしょうか。 
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議 長  保険年金課保険税係長。 

 

事務局  そうですね。そこを、所得割を低くして均等割を高くしたいというよりは両方が

均等になるようにしていきたいというところですね。偏りをつけたくないとい

う考え方で、特にその率をどちらかに偏らせての値上げはしない形で今回の計

画を考えております。 

 

議 長  B 委員よろしいでしょうか。 

 

B 委員  理解ができないので、従来通りやりたいというのだけわかって改定する気はな

いということなんですね。 

 

議 長  保険年金課保険税係長。 

 

事務局  ここで偏らせて行って所得割額を引き上げていったとして、この令和 17 年度の

統一の時にそれを逆転されてしまうっていう方向になるんですね。 

 

B 委員  それは 17 年度どうなるかわからないので、今、今年値上げするかどうか、どう

いう改定をするかどうかというのは私たちが審議していることで、17 年度のこ

とを考えてやるんじゃないと思うんです。令和 17 年度のことははっきり言って

どうでもいいっていうか。 

 

事務局  保険年金課長。 

 

議 長  保険年金課長。 

 

事務局  保険年金課長でございます。 

比率の方を今から変えるというご意見ではないかと思いますけど、今、令和 17

年度・19 年度が我々の対象年度ですけれども、どうでもいいとは考えておりま

せん。今後、医療費等は確実に上がっていくと思います。それは今物価高騰とい

うことはありますけれども、政府、日銀の方針としては毎年物価を 2%上げてく

っていうのは過去からずっと目標として掲げていて、それが正しい成長である

という考え方でいるようです。 

今 、ようやくその物価が上昇局面に入ってきたということで、これから働き盛

りの方の賃金が上がって行くとかいろいろもろもろある中でそれはどういうこ
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とかというと医療に従事されている方の賃金も上がっていくということになっ

ていきます。それはつまり医療費も上がるということになりますので、既に今年

医療費の改定が行われましたけれども、それも賃金の上昇分を見てという風に

厚労省は説明をしております。 

今後、医療費は 1 人あたりの疾病にかかるもの以外の理由でも上がっていくと

いう中で、それの医療を守るために医療保険の保険料、皆様から頂くものを上げ

ていかないといけないという大きな流れがあります。 

それが令和 19 年度、とりあえずは東京都が示している日野市の医療をバランス

よく守るために必要な所得割、それから均等割の金額はいくらですというのは 4

ページで説明させていただいている通り金額の方が示されている中で、それに

対して我々は及んでいないところがあると、そこに近づけていかないといけな

いというところで計画を立てて改定しているところです。そのやり方として、そ

の中の比率をどう変えるのかというところまでは我々の方で考えていなくて、

その求められる今でいう医療分の所得割が 8.24%、それから均等割が 4 万 9,690

円、以下 2.93％等々続いておりますけれどもそれにたいしていずれもまだ足り

ていないというところで、できるだけこれに近づけていかないといけない、おそ

らく統一保険料もこのあたり近辺でちゃんと設定をされるということになりま

す。たとえば大阪府とか奈良県はもうすでに統一保険料になっているんです。ど

ういうことが起きたかというと、低いところの自治体は恐ろしいぐらい保険料

が上がりました。それは皆さんのかかっている医療費が多くなったからと国が

答弁していましたが、決してそういうことでは私はないのかなと思っています。

それぞれ大阪・奈良の自治体の中で格差があったものを大阪府の強力な指導の

下、一定のラインを引きましたということで低かったところが一気に上がる。そ

ういうことがないように我々は段階を踏んで徐々に上げていきたいということ

なので、その令和 19 年度・令和 17 年度はどうでもいいとは考えていないので、

そこはご理解いただきたいと思います。 

 

B 委員  私は令和 17 年度に医療費が上がるとは思わないし、今の厚労省というかアベノ

ミクスみたいなことやってたら絶対医療費がないと言います。 

マイナンバーカードを導入して、データヘルス計画でもマイナンバーカードな

んてどこにも出てこないんですよね。マイナンバーカードを導入したのは国民

のためなのかどうなのか、つかえ使えって言ってマイナンバーカードはどこに

も出てこない、アベノマスクは捨てっぱなしとか、令和 17 年度こうなりますっ

て言われても私もう 70 ですから、令和 17 年度こうなるから今からこうしてと

言われても信用できない、ずっと自民党が政権を取っていて安倍さんじゃない

けど今の体制が続くならそうなるかもしれないですけど、だって民主党がちょ
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っと変わっただけで高速道路をただにしてみたりとか羽田空港に国内線を入れ

て見たりとか、やることはいっぱいできるんですよ。 

なのに今もなんか北陸新幹線を小浜ルートで通すって言ってるけど、小浜って

人口 3 万人いないんですよ。そんなところに駅を作ってそこを通すとかそうい

うことをやっていたら日本良くならないですよ、税金が高くなるばっかりで。そ

れが小浜は人口 2 万何千人、そんなところに新幹線の駅を作ってそこのルート

を通すなんて考えられないです。 

でもそれは通っちゃって、変えませんと言ってますよね。私はそういうのを信じ

られない、既存の権利だとか既得権だとか、そういう人が 17 年後に小浜ルート

で京都との地下を通してどうのこうのって、ルートを見てたらほんとやばいル

ートで、こんなところを本当に埋蔵文化財、私京都出身なのでこんなところを通

してどうするのって、人口 3 万人以下のところに駅作ってどうするのって言い

たいんですけど、17 年後にそこ通すといったってその時には小浜なんてもう人

口 1 万人いないかもしれない、そういうことをやったって意味がないと思って

いるので今日みたいなことを言ったんです。すみません。一応これは私個人の意

見なので、柔軟に考えてください。令和 17 年度にこうなるからこうなるって私

が信じられないということだけです。 

 

議 長  ありがとうございました。 

ご意見としてお伺いするということでよろしいでしょうか。 

他にご意見・ご質問等ございますか。 

C 委員、お願いします。 

 

C 委員  今回の運営協議会の説明資料の 5 ページのグラフなんですが、青い折れ線グラ

フが標準保険料率ということで、令和 7 年度以降は大きく金額が変わっていな

い状況なんですが、こちらはそういう見込みということでよろしいでしょうか。 

先ほどから医療費がどんどん伸びていくという話がある中で、今の人口構成か

ら見てもやはり高齢者の割合が増えていくと実際に医療費も増えるというのは

実際問題としてありますので、この算定方法というのはいかがなものかなと思

い質問いたします。 

 

事務局  保険年金課長。 

 

議 長  保険年金課長。 

 

事務局  保険年金課長でございます。 
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5 ページの上の表ですけれども確かに令和 7 年度以降はそれほど数字が変わっ

ておらず、ほぼ横ばいということで想定をさせていただいております。 

先ほど私が医療費は今後上がっていくと言った中で中々説明しづらいんですけ

れども、中々今後の医療費の上げ幅というのは予測が難しく、今加入者が減って

いるというようなこともあります。加入者が減れば基本的にはかかる総額とし

ての医療費は減るはずなんですけど、実は最近そうなってなくて結局 1 人あた

りの医療費が上がっている状況は日野市もそうですし全国的にもそうです。 

これはなぜかというと医療の高度化ですね。極端な例で話すと、例えば昔はなか

ったのですが、最近医療保険制度で一番高い薬は 1 回あたり 1 億 6,000 万円す

るらしいんですよ。ただそれって高額療養費制度とかで本人の負担はそれほど

限度額いっぱいでたぶん収まると思うんですけど、その差額の 1 億何千万はだ

れが払うのかというと日野市が払わないといけなくなるとか、そんなような薬

がどんどん出始めています。特に今なんかだと遺伝子治療だとか、本当に先端医

療の進歩は素晴らしいものがあるとは思いますが、それが翻ってくるとかかる

医療費がものすごい上がるというようなこともある中で、じゃあその標準保険

税額をどう見るかというのは中々厳しくて、現段階ではこの横ばいの数字で試

算をせざるを得ないのかなと、お答えになってないかもしれませんが、以上でご

ざいます。 

 

議 長  C 委員、よろしいでしょうか。 

 

C 委員  わかりました。 

私ども協会健保でも先の見通し、今後の見通しを考えながら保険料率を設定し

ておりまして、財政健全化を図るためにも次世代にこの素晴らしい医療保険制

度を残すためにもぜひ計画的な保険料率の算定というものをおこなっていただ

ければと思います。以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。 

他にご意見・ご質問はございますでしょうか。 

ないようなので、国民健康保険税率等の改定についての件を終了させていただ

きます。 

事務局からその他の報告事項・連絡事項等がございましたらお願いいたします。 

 

事務局  保険年金課課長補佐。 

 

議 長  課長補佐、お願いします。 
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事務局  保険年金課課長補佐の和田でございます。 

本日はお忙しい中、有意義なご審議をいただきまして誠にありがとうございま

す。本日諮問させていただきました改定等につきまして、次回の令和 6 年度第 3

回国保運営協議会で答申をいただきたくよろしくお願いいたします。 

その日程について、でございます。現在保険年金課では、次回第 3 回は 10 月の

16 日水曜日、午後 2 時から午後 4 時まで、または 10 月の 17 日木曜日、同じく

午後 2 時から 4 時まで、この両日で検討をしているところでございます。本日

欠席されている委員の方もいらっしゃいまして、次回答申ということで非常に

重要な場となります。 

この後、本日終わりましたら私の方でこの両日の日程の現時点での確認票とい

うものをご用意させていただいております。こちらの表に現時点でこの両日に

つきまして出席が可能なのか不可能なのか、要調整なのかの記入をお願いいた

します。以上でございます。 

 

議 長  他に委員の皆様からもその他の事項でも全体を通してでも構いませんのでご意

見はございますでしょうか。 

ないようなので、以上を持ちまして本日の日程は全て終了いたしました。 

これにて令和 6 年度第 2 回日野市国民健康保険運営協議会を終了いたします。

ありがとうございました。 
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